
 

一般社団法人社会人基礎力協議会 会員規則 
 

 

（本規則の目的） 

第１条 本規則は、一般社団法人社会人基礎力協議会（以下「本会」という）の定款第５条およ

び第７条に基づき、本会への入退会、会費等の取り扱いに関する手続を定める。 

 

（入会） 

第２条 本会の会員になろうとする者は、本会の定款及び理事会が定める規則に同意したうえ

で、本規則に定める書式にて入会申込書を作成し、これを理事会に提出しなければならな

い。 

 

（会員の種別） 

第３条 定款第５条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

なお、正会員をもって、一般社団法人に関する法律上の社員とする。 

 

会員種別 定義 年会費 備考 

正会員 この法人の目的に賛同し、社員

として入会した個人又は団体 
 

法 律 上 の 社

員。理事会が

入会を承認。  

特別会員 この法人の目的に賛同し、当法

人の事業に積極的に関与する

ことを主として入会し、会費を

納入する義務を負わない個人

又は団体 

個人：０円 
理事会が入会

を承認 

団体：０円 

一般会員 この法人の目的に賛同し、当法

人の事業に積極的に参加する

ことを主として入会し、会費を

納入する義務を負う個人又は

団体 

企業：５万円 理事会が入会

を承認 

教育機関：３万円 

その他団体：３万円 

個人：１万円 

学生会員 この法人の目的に賛同し、当法

人の事業に積極的に参加する

ことを主として入会した学生 

個人０円 

理事会が入会

を承認 

名誉会員 この法人に功労があり、社員総

会において推薦された個人 
個人０円 

総会が承認 

註１）団体には法人を含みます。 

註２）年会費は総会で変更されることがあります。 

註３）教育機関とは、大学などの一条校および専修学校、各種学校です。 

註４）学生会員に社会人の学生は含まれません。 



（正会員） 

第４条 正会員は、本会の法律上の社員となって、通常年１回開催する総会に出席し、定款に定

める事案の議決に加わる権利を有する。 

２  正会員は、本会の法律上の社員として、その氏名（団体又は法人の場合は名称）及び 

住所が名簿に登録され、情報開示の対象となることを予め承諾するものとする。 

３  個人・団体の別、年会費納入口数によらず、総会における正会員の議決票は、１票とす

る。 

 

（特別会員、一般会員、学生会員及び名誉会員） 

第５条 特別会員、一般会員、学生会員及び名誉会員は、正会員と異なり、第４条に掲げる権利

及び義務は有さないものとする。 

 

（会費） 

第６条 会員は、毎年の総会で定められる年会費（第３条１項の表に掲げる金額）を本会に納入

するものとする。 

２  年会費は１口以上とし、入会時に口数を意思表示するものとする。入会後に口数を変更

しようとする場合は、本会に連絡するものとする。 

３  年会費は、毎年総会後に本会が発行する請求書により納入するものとする。 

４  年度途中に入会した場合でも年会費は全額を申し受ける。 

５  納入された年会費は返納しないものとする。 

 

（入会の許可） 

第７条 本会の会員になろうとする者は、この会員規約に従うことを承諾のうえ、入会を申請

するものとする。 

２  入会申請は、別途定める入会申込書に必要事項を記入し、代表理事あてに提出するもの

とする 

３  本会は、入会申請があったときは、入会審査を行い、正会員にあっては原則として申請

受理後３か月以内に、正会員以外の会員にあっては原則として申請受理後２週間以内に

申請者に対して通知するものとする。 

４  以下のいずれかに該当する場合は、入会を承認しないものとする。 

（１）第３条１項の表に掲げる会員種別の定義に該当しない者であるとき 

（２）入会申請書に事実と異なる内容があるとき 

（３）会員規約への同意の事実を確認できないとき 

（４）本会の趣旨に反する活動を行っている個人又は団体からの申請であるとき 

（５）本会は、会員に係る個人情報は、第４条２項に該当する内容を除いて非開示とし、個

人情報保護法の定めに従って管理するものとする。 

 

（会員たる資格の取得） 

第８条 理事会により会員として入会を認められた者は、理事会が定める規則に従い、入会申

込書に記載の入会希望日が属する暦月の前月末日までに本会に入会金を納付しなければ

ならない。かかる納付の後、入会希望日をもって会員たる資格を取得する。 



 

（退会） 

第９条 会員は、定款第７条に定める手続に従い、退会することができる。 

２  退会しようとする会員は、退会の３０日前までに、本規則に定める書式にて退会届出書

を作成し、これを理事会に対して提出しなければならない。 

３  会員が死亡したときは、 本会から退会したものとみなす。この場合は、前項の退会届出

書の提出は不要とする。 

 

（除名） 

第１０条 本会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。 

（１）この法人の定款又は規則に違反したとき 

（２）他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合 

（３）当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき 

（４）その他、当法人が会員として不適切と判断した場合 

 

（会員たる資格の喪失） 

第１１条 会員は総会決議により除名されたときは、当該会員は、代表理事がかかる除名の決

定を当該会員に対して書面をもって通知した時に会員たる資格を喪失する。 

 

（会員資格喪失後の権利及び義務） 

第１２条 退会または除名により会員たる資格を喪失した者は、会員たる資格に基づき本会よ

り付与又は許諾された一切の権利を喪失する。 

 

第１３条 本規則の改正は理事会の決議による。 

 

附 則 

この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益の認定等

に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第121条第

１項において読み替えて準用する第106条第１項に定める一般社団法人の設立の登記の日から

施行する。 

 

附 則 

1 この規則は、令和元年 5 月 1 日から施行する。 

 


